
 

 

 

  



 

 

 

 

ごあいさつ 

 

 当協会の業務運営につきましては、平素より格別のご理解とご協力を賜り、厚くお礼

申し上げます。 

 さて、この冊子は、当協会の経営計画から、財務状況、保証業務の内容等をできるだ

け分かりやすくご理解いただけるようまとめました。 

 また、日頃より当協会をご利用いただいております会員をはじめ、ご支援をいただい

ております関係機関などたくさんの皆様方にこの冊子を通して、当協会のことを知って

いただき、尚一層のご理解を賜りたいと存じます。 

 今年度の県内の農業は、べと病による玉葱の不作や子牛の頭数減少による素牛価格の

高止まりなど厳しい状況にあります。 

 これからの農業改革は、当協会の運営にも影響を与えることと思われますが、役職員

一丸となって農業者等の公的な信用補完機関として機能するよう健全な運営に努めて

まいります。 

 

佐賀県農業信用基金協会 

会長理事 中野吉實 
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佐賀県農業信用基金協会の概要 

 

 

プロフィール                   （平成２８年３月３１日現在） 

設立認可日   昭和３７年２月２７日 

根 拠 法   農業信用保証保険法 

基   金   ４，９０７百万円 

         内訳 

          出資金   ３，６７３百万円 

          繰入金   １，１４０百万円 

          交付金      ９４百万円 

保証債務残高   件 数  ２０，２２５件 

          金 額 １２２，６２２百万円 

役 職 員 数    理 事      １２名（うち非常勤１１名） 

          監 事       ３名（非常勤） 

          職 員      １６名（うち嘱託２名） 

 

 

沿 革 

昭和 36 年 11 月 10 日  農業信用基金協会法（現：農業信用保証保険法）公布施行 

昭和 37 年 2 月 27 日  佐賀県農業信用基金協会 設立認可 

昭和 37 年 3 月 1 日  佐賀県農業信用基金協会 設立登記 

昭和 37 年 3 月 1 日  佐賀市赤松町３５番地に事務所を置き、業務開始 

昭和 45 年 6 月 15 日  佐賀市神野町（現：栄町 2-1）県農協会館２階へ事務所移転 

平成 10 年 3 月 16 日  県農協会館２階から６階へ事務所移転し、現在に至る 

 

 

協会マークの説明 

 

Ｃ,Ｃｒｅｄｉｔ（信用） 

Ｇ，Ｇｕａｒａｎｔｅｅ（保証） 

Ａ，Ａｇｒｉｃｕｌｔｕｒｅ（農業） 

Ｆ，Ｆｕｎｄ（基金） 

Ａ，Ａｓｓｏｃⅰａｔｉｏｎ（協会） 

 

 農業信用基金協会のマークは、信用、保証、農業、基金、協会の英単語の頭文字を図案化した

もので、全国統一のものです。 
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佐賀県農業信用基金協会の理念 

 

農業信用基金協会は、農業者等の方々が融資機関から農業資金や生活資金の貸付を受ける際に

公的な債務保証機関として保証人となり、農業金融の円滑化を図ることを目的として農業信用保

証保険法に基づき設立された法人です。 

 

基本理念 

当協会は昭和３７年３月設立以来、債務保証を通じて農業者等がその経営を近代化するために

必要な資金その他農業者等が必要とする資金の融通を円滑にし、農業の生産性の向上を図り、農

業経営の改善並びに地域経済の発展に資することを基本理念としております。 

 

基本姿勢 

 ・迅速かつ的確な審査を行い適正な債務保証を提供すること 

 ・多様化する農業者等のニーズに的確に応えられること 

 ・農業者等のパートナーとして信頼される協会であること 

 ・保証基盤を強化し経営の安定を図り、農業並びに地域社会の発展に寄与すること 

 

行動指針 

 ・親切で丁寧な対応を行い、適正な保証の推進に努めます。 

 ・コンプライアンスを遵守し、責任をもって行動します。 

 ・役職員は自己啓発に努め、資質の向上を目指します。 

 ・多様なニーズに応えるため、創意工夫に努めます。 

 ・関係機関との連携を図り、農業者等の利便性の向上に努めます。 

 

 

 

 

  



 

- 3 - 

 

事業の概要（平成２３年～２７年度） 

 

１．債務保証引受額                           （単位：千円） 

年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 

件数 3,403 3,631 3,479 2,854 2,771 

金額 22,060,575 21,146,800 22,187,922 19,051,384 19,980,740 

 

引受額 （億円） 件数 （百件）

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

15

30200

100

２．債務保証残高                            （単位：千円） 

年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 

件数 22,382 22,277 22,002 21,122 20,225 

金額 110,285,673 114,472,252 119,332,969 120,682,887 122,622,263 

 

残高 （億円） 件数 （百件）

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

100

2001,000

500

３．代位弁済                              （単位：千円） 

年度 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 

件数 58 29 32 43 30 

金額 64,997 90,077 135,102 242,199 148,543 

代位弁済 （億円） 件数 （件）

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

25

502

1
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債務保証のしくみ 

 

農業信用保険制度のしくみ 

農業信用保証保険制度とは、農業者等、融資機関、農業信用基金協会（以下「基金協会」とい

う。）の３者からなる「債務保証制度」と、基金協会が独立行政法人農林漁業信用基金（以下「信

用基金」という。）並びに一般社団法人全国農協保証センター（以下「保証センター」という。）

に対して保険または再保証を行う「保証保険制度」の総称です。 

 基金協会は、会員（地方公共団体、農協、農協連、農業者等）からの出資金や融資機関等から

の負担金（交付金）を受けることにより、信用保証業務に伴うリスクに対する資金的な裏付けを

行い、信用保険制度により代位弁済に伴う負担が軽減されます。このように保証保険機能の充実

により、基金協会は農業金融を更に円滑にすることができるようになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農業信用保証保険制度の概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農業信用保証保険制度 

債務保証制度 

農業者等が融資機関か

ら農業資金や生活資金を

借り入れる際、基金協会が

公的な保証人となること

により農業者等の資金手

当てを円滑にすることを

目的としています。 

債務保証する際に基金

協会は農業者等から保証

料を受領し、融資資金が返

済不履行になった場合は

融資機関に対し、代位弁済

を行います。 

保証保険制度 

保証付き融資資金は、信用基金の保険または保証センター

の再保証に付します。 

基金協会が保険料または再保証料を支払い、事故が発生し

た場合の基金協会のリスクを一部補てんするしくみです。 

保証した融資資金が、破産などの事情により返済できない

事態が生じた場合、基金協会は農業者等に代わって融資機関

に対し代位弁済を行います。代位弁済を実行後、信用基金ま

たは保証センターにその旨通知すると、代位弁済額の一定額

を保険金または代位弁済金として受領するしくみとなって

おります。 

基金協会では、保険金または代位弁済金を受領後、農業者

等から回収の都度、てん補率に応じて信用基金または保証セ

ンターへ納付します。 

一般社団法人 

全国農協保証センター 

独立行政法人 

農林漁業信用基金 

出資 

出資 

融資 

返済 

負担金 

監督 

融資機関 

国 

農業信用基金協会 

債務保証 

代位弁済 

再保証契約 

保険契約 

求償債務 
返済 

農協、農協連、農業者等 

保証申込 
（融資機関経由） 

地方公共団体 
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債務保証制度のしくみ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

債務保証制度の当事者は、基本的には農業者等（会員）、融資機関、農業信用基

金協会（以下「基金協会」という。）の三者です。 

 

  ①融資機関と基金協会との間で基本的な契約である債務保証契約を締結します。 

  ②会員を保証の対象者としていますので、基金協会へ出資をして会員になっていただきます。 

   ＊基金協会の会員である農協の組合員の方は、基金協会への出資は不要です。 

  ③農業者等は、融資の申込みをされた融資機関を通じて保証申込みをします。 

  ④基金協会は、申込みのあった農業者等の信用調査を含めた保証審査を行います。 

  ⑤基金協会は、債務保証を適当と認めたときは融資機関に対し債務保証書を発行します。 

  ⑥融資機関は、債務保証書に基づいて農業者等へ融資を行います。 

  ⑦融資機関は、基金協会に保証に対する負担金を支払います 

   ＊また、代位弁済した場合も負担金を支払います。 

  ⑧農業者等は、基金協会に保証料を支払います。 

  ⑨農業者等は、融資の条件に従って融資機関に返済を行います。 

  ⑩融資機関は、農業者等が何らかの理由により、借入金の全部又は一部の返済ができなくな

ったときは、基金協会へ代位弁済の請求を行います。 

  ⑪基金協会は、この請求に基づいて農業者等に代わって借入金の残額を融資機関に代位弁済

します。 

  ⑫基金協会は、代位弁済により農業者に対して求償権を取得します。 

  ⑬農業者等は、基金協会の求償権に対して返済を行います。 

 

 

農業信用

基金協会 

農協、農協連、農業者等 

融資機関 

②出資（会員） 

③保証申込 

①債務保証契約 

⑥
融 

資 

④信用調査・審査 

③
保
証
申
込 

⑤債務保証 

⑨
返 

済 

⑩代位弁済請求 

⑪代位弁済 

⑫求償権を取得 

⑬求償権に対する返済 

⑧保証料支払 

⑦負担金 
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保証保険制度のしくみ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保証保険制度の当事者は、独立行政法人農林漁業信用基金（以下「信用基金」と

いう。）及び一般社団法人全国農協保証センター（以下「保証センター」という。）

と農業信用基金協会（以下「基金協会」という。）です。 

 

  ①信用基金は、毎年、基金協会と年間の保険引受額について保険契約を締結し、この契約に

基づき基金協会の農業者の方に対する債務保証について保険を引受けます。 

  ②保証センターは、基金協会と再保証契約を締結し、この契約に基づき農業者以外の方に対

する農業協同組合の融資について基金協会の債務保証と合わせて再保証を行います。 

  ③基金協会は、信用基金に保険料を、保証センターに再保証料を支払います。 

  ④基金協会が融資機関に代位弁済をした時は、保険に付している場合は信用基金に保険金の

請求を行います。また、再保証している場合は保証センターに代位弁済の実行通知を行い

ます。 

  ⑤信用基金は、代位弁済した元金と利息等の 70％を保険金として基金協会に支払います。 

また、保証センターは、代位弁済した元金と利息の 50％を再保証に係る代位弁済金として

基金協会に支払います。 

  ⑥基金協会は、代位弁済した農業者等からの回収金から信用基金又は保証センターへ保険金

等の受領割合に応じて納付します。 

 

 

 

 

 

農業信用

基金協会 

独立行政法人 

農林漁業信用基金 

一般社団法人 

全国農協保証センター 

①保険契約 

②再保証契約 

③保険料支払 

③再保証料支払 

④保険金請求 

④代位弁済実行通知 

⑤保険金支払 

⑤代位弁済金支払 

⑥回収納付 

⑥回収納付 

（
農
業
者
・
農
業
従
事
者
） 

 

（
農
業
者
以
外
） 
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中期経営計画及び平成２８年度事業計画 

 

第四次中期経営計画（平成２７年度～平成２９年度） 

  国は「農林水産業・地域の活力創造プラン」に基づき農林水産業を成長産業化して、農業・

農村の所得倍増を目指すとともに、美しく伝統ある農山漁村の承継と食糧自給率・自給力の

維持向上に向けた施策を展開していますが、担い手農家の育成・確保及び食の安全・消費者

の信頼確保、農業の競争力強化など、課題は山積しています。 

 当協会は、このような情勢の中で公的な債務保証機関として役割を果たすため、経営の健

全性の確保と利便性の向上が重要であることを念頭において第四次中期計画を策定しました。 

主な取り組みは、以下のとおりです。 

１ 債務保証の促進と利便性の向上 

・融資機関や関係指導機関との連携を密に行い、農業者の資金ニーズを把握し農業資金

の保証拡大に取り組み、農業者等が必要とする資金の債務保証を積極的に行います。 

・保証引受け事務の簡素化と農業資金の段階別保証料率の推進に取り組みます。 

２ 保証審査の迅速化と適正化 

   ・保証審査の迅速化と適正化に取組み利用者のニーズに応えます。 

３ 保証審査の厳格化と期中管理 

   ・厳格な保証引受けの審査により、事故率の発生を低下させ経営の安定化を図ります。 

・融資機関及びＪＡバンク佐賀ローンセンター等と連携した期中管理を徹底して事故の

未然防止に努めます。 

 ４ 代位弁済の適切な対応 

   ・販売価格の低迷、生産資材の高止まりなど、農業経営が悪化して恒常的に償還が遅延

しているものについては、一括代位弁済を含めた計画的な代位弁済を行います。 

   ・自己破産、個人再生など負債過多を原因としたものについては適切な代位弁済に努め

ます。 

 ５ 求償権の円滑な管理・回収・償却 

   ・債務者等との面談等により状況を把握し、その実態に即した的確な管理・回収に努め

ます。 

   ・財務の改善・健全化を図るため、自己破産、行方不明などにより回収不能な求償権に

ついては、償却基準に基づき適正な償却に努めます。 

 ６ コンプライアンス態勢の整備と強化 

   ・公的な債務保証機関として、会員及び農業者等の負託に応えるため、コンプライアン

ス態勢を整備するとともにコンプライアンスの強化を図ります。 

 ７ 経営の健全性の確保 

   ・自主基準で定める「弁済能力比率概ね800％を下回らないこと」の維持に努め、経営の

安定と健全性の確保に努めます。 
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平成２８年度事業計画 

   

１．事業方針 

当協会は、第四次中期経営計画の２年目にあたり、融資機関と農業者等から信頼される

経営の健全性を目指して、融資機関及び関係機関と緊密な連携を取りながら農業者等の多

様な融資・保証需要に迅速かつ的確に対応できるよう次に掲げる事項を重点的に取り組む

こととしました。 

 【債務保証の推進と融資・保証需要への的確な対応】 

  ア 融資・渉外担当を対象とした各種研修会及び会議を開催 

イ 融資機関及び関係機関等との緊密な連携 

  ウ 農業者等の資金ニーズの把握 

  エ 適正かつ的確な保証引受け 

 【財務基盤の強化・充実】 

  ア 償却求償権に対する増資 

  イ 保証需要に見合った増資 

  エ 県からの制度資金に対する特別準備金 

 【保証債務のリスク分散】 

  ア 信用基金の保険 

  イ 保証センターの再保証 

 【代位弁済の抑制と求償権の管理・回収】 

  ア 融資機関における初期督促 

  イ 債務者等との面談・督促による的確な状況把握 

  ウ 返済意欲が欠如している債務者に対する法的手続き 

  エ 適正な償却 

    

 ２．保証引受け等の計画 

   平成２８年度の保証引受け等の計画は下表のとおりです。 

項  目 金  額 

新 規 保 証 引 受 ２００億円 

債務保証実残高 １，２４８億円 

代 位 弁 済 ２億３６百万円 

回 収 ・ 償 却 ２億１５百万円 

求 償 権 残 高 ８億２６百万円 

 

 

  



 

- 9 - 

 

平成２７年度事業概況 

 

 貸借対照表                   （平成28年3月31日現在 単位:円） 

資   産  負 債・資 本 

科 目 金 額  科 目 金 額 

（資産の部）   （負債の部）  

Ⅰ 流動資産 ７，３３４，４５２，８０８  Ⅰ 流動負債 ２，１２７，４２８，８０４ 

現 金 ０  短 期 借 入 金 ０ 

預 金 ７，２７８，１８９，７２６  
１ 年以 内 返 済 予定 
長 期 借 入 金 ７１１，６００，０００ 

  普 通 預 金 ２９，０６３，８９７  前 受 収 益 １，３５２，３９２，６８５ 

  定 期 預 金 ７，２４９，０５５，８２９  未 払 費 用 ５５，０７０，２２０ 

  郵 便 貯 金 ７０，０００  賞 与 引 当 金 ３，６５９，５００ 

有 価 証 券 ０  その他流動負債 ４，７０６，３９９ 

前 払 費 用 ６３７，２８７    

未 収 収 益 ４３，８２０，４１２  Ⅱ 固定負債 １，４８９，３８３，６２８ 

短 期 貸 付 金 ０  長 期 借 入 金 １２９，７７０，０００ 

その他流動資産 １１，８０５，３８３  支 払 準 備 金 ５３８，９１８，５８２ 

    保険金 ４２３，８５７，４３２ 

Ⅱ 固定資産 ２，００６，３２８，５４５    交付金 １１５，０６１，１５０ 

有 形 固 定 資 産 ６３１，２９４  保証責任準備金 ５２４，５２９，１９８ 

  建物及び構築物 ２８２，３９４  債務保証損失引当金 ７３，７４６，３４０ 

  工具器具備品 ３４８，９００  退職給付引当金 ７４，３９８，４８７ 

無 形 固 定 資 産 ４６４，４６８  
特 別 準 備 金 及 び 
特 別 支 援 金 ５４，６９２，２８０ 

投 資 有 価 証 券 １，１９７，５２３，６８６  求 償 債 務 ９１，６１４，８０５ 

  国  債 ９０３，９４５，４２６  その他固定負債 １，７１３，９３６ 

  地 方 債 ２９３，５７８，２６０    

外 部 出 資 金 ８２，１８０，０００  Ⅲ 保証債務 １２２，６２２，２６３，３０７ 

特 別 外 部 出 資 ２４，９６０，０００  負 債 合 計 １２６，２３９，０７５，７３９ 

敷 金 ・ 保 証 金 ３５，９２０，０００    

求 償 権 ８０４，７５９，５９０  （資本の部）  

求償権償却引当金 △１４０，１１０，４９３  出 資 金 ３，６７８，５１０，０００ 

   繰 入 金 １，１４０，３４０，０００ 

Ⅲ保証債務見返 １２２，６２２，２６３，３０７  準 備 金 ８０２，８４７，６５６ 

   当 期 利 益 金 １０２，２７１，２６５ 

   資 本 合 計 ５，７２３，９６８，９２１ 

     

資 産 合 計 １３１，９６３，０４４，６６０  負債・資本合計 １３１，９６３，０４４，６６０ 
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貸借対照表の用語解説 

 

資        産 

預 金 県信連・農協へ預け入れをしています。 

有価証券及び 

投資有価証券 
代位弁済の支払い準備資産として国債・地方債を保有しています。 

外部出資金 信用基金、保証センター、県信連に出資しています。 

特別外部出資金 畜産特別資金融通円滑化特別事業に伴い信用基金に出資しています。 

求償権 代位弁済した金額から回収額及び償却額を控除した額です。 

求償権償却引当金 求償権の取立不能見込み額に対して引当てをしています。 

債務保証見返 貸付実行された元本に対する保証債務の額に係る見返勘定です。 

 

負  債 ・ 資  本 

1年以内返済予定 

長期借入金 

代位弁済金の支払いを円滑にするための原資として、信用基金から借

り入れた借入金で、当該事業年度に返済期日が到来するものです。 

前受収益 
受入れた保証料のうち、翌事業年度以降に係る保証料を計上していま

す。 

長期借入金 
代位弁済金の支払いを円滑にするための原資として、信用基金から借

り入れた借入金で、翌事業年度以降に返済期日が到来するものです。 

保険金 
代位弁済に伴い信用基金から受領した保険金の額から、回収納付額と

償却に充てた額を控除しています。 

交付金 

債務保証の弁済に充てることを条件に国又は県その他の団体から交

付された額から、補助事業の終了等に伴って返還した額及び求償権の

償却に充てた額を控除しています。 

保証責任準備金 
通常の予測を超えて発生する保証事故に備え準備金として積み立て

ています。 

債務保証損失引当金 

事業年度終了時の保証残高を被保証者の財務状況及び返済能力に応

じて被保証者ごとに区分し、当該区分ごとに事故率及び回収不能率を

用いて算出した損失見込み額に備えるための引当金です。 

特別準備金及び 

特別支援金 

制度資金に対する県その他の団体から特別準備金及び特別支援金と

して補助又は出えんを受けた額及び当協会が負担した額から、経費相

当額等の戻入額を相殺した額です。 

求償債務 
保証センターが負担した再保証債務に係る融資機関への代位弁済金

から、求償権の回収及び償却相当額を控除した額です。 

保証債務 貸付実行された元本に対する保証債務の額です。 

出資金 保証をするための基金として会員から払い込まれた出資金です。 

繰入金 保証をするための基金として準備金から繰り入れたものです。 

準備金 
毎事業年度の剰余金の全部を積み立てています。欠損のてん補に充て

るか繰入金に繰り入れる場合に取り崩します。 
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財産目録               （単位：円） 

摘  要 金  額 

資産の部  

流動資産 ７，３３４，４５２，８０８ 

固定資産 ２，００６，３２８，５４５ 

資産合計 ９，３４０，７８１，３５３ 

負債の部  

流動負債 ２，１２７，４２８，８０４ 

固定負債 １，４８９，３８３，６２８ 

負債合計 ３，６１６，８１２，４３２ 

差引純財産 ５，７２３，９６８，９２１ 

 

 

損益計算書            （平成27年4月1日から平成28年3月31日まで 単位:円） 

費     用  収    益 

科  目 金  額  科  目 金  額 

事 業 直 接 費 ７，０２４，１１６  保 証 料 ３１４，８０５，６９７ 

事 業 管 理 費 １２３，８３６，８１５  求 償 権 利 息 ７，６８０，９０７ 

保 険 料 ５８，００６，７７４  保 険 金 ３４，５６４，７５６ 

再 保 証 料 ８４，７４４，５４５  交 付 金 ４３５，０００ 

保 険 納 付 金 ５８，００１，７４４  受 取 助 成 金 ７，１２８，７４７ 

保 険 金 等 返 還 金 ６７，９９９，５４８  雑 収 益 １４０，８５６ 

再 保 証 納 付 金 ９４２，３５４  受 取 利 息 ３１，１２８，０８５ 

支払準備金繰入・戻入（△） △１６６，５３９，９６０  有 価 証 券 利 息 ２２，８４９，３２０ 
保 証 責 任 準 備 金 
繰 入 ・ 戻 入 （ △ ） ２８，２９１，２７５  そ の 他 財 務 収 益 ４，１２０，７４３ 
求 償 権 償 却 引 当 金 
繰 入 ・ 戻 入 （ △ ） △３６，９３９，９３２  経 常 収 益  計   ４２２，８５４，１１１ 

債 務 保 証 損 失 引 当 金 
繰 入 ・ 戻 入 （ △ ） △２４，８１８，４８６  償 却 債 権 取 立 益 ３，６７６，２８１ 

特 別 準 備 金 及 び 特 別 
支援金繰入・戻入（△） △１，０２２，９９５  特 別 利 益  計   ３，６７６，２８１ 

求 償 権 償 却 費 １２４，５６６，８４１    

支 払 利 息 １６１，８８４    

経 常 費 用  計   ３２４，２５４，５２３    

固 定 資 産 除 却 損 ４，６０４    

特 別 損 失  計   ４，６０４    

費 用 合 計 ３２４，２５９，１２７  収 益 合 計 ４２６，５３０，３９２ 

当 期 利 益 １０２，２７１，２６５    
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損益計算書の用語解説 

 

収     益 

保 証 料 
受入保証料のうち当該決算期間に対応する額（前期末未経過保証料＋

当期受入保証料－当期末未経過保証料）を計上しています。 

保 険 金 当期の代位弁済に係る信用基金からの保険金 

交 付 金 債務保証の弁済に充てることを条件に当期中に交付された額 

受取利息 金融機関に預け入れた預金の受入利息 

有価証券利息 保有している有価証券の受入利息 

 

費     用 

事業直接費 信用調査費、事業推進費、業務委託費、債権管理費 

事業管理費 

役員報酬、給与手当、法定福利費、厚生費、賞与引当金及び退職給付

引当金繰入の人件費 

旅費交通費、事務費、会議費、施設費、減価償却費等の事務管理費 

保険料 信用基金に支払った保険料 

再保証料 保証センターに支払った再保証料 

保険納付金 
保険に付した求償権の元金、利息等の回収金に係る信用基金に納付し

た額 

保険金等返還金 
巻戻しに係る保険金の返還額及び補助事業の終了等に伴う交付金の返

還額 

再保証納付金 
保証センターに支払う求償債務の利息・遅延損害金及び償却求償権取

立益のうち求償権回収相当額 

支払準備金繰入 

・戻入（△） 

信用基金からの受領保険金の繰入額、信用基金への返還保険金及び求

償権（保険金相当額）の償却に充てるための戻入額を整理 

受入交付金の繰入額、補助事業の終了等に伴う交付金の返還及び求償

権（当協会の負担分）の償却に充てるための戻入額を整理 

保証責任準備金 

繰入・戻入（△） 

通常の予測を超えて発生する保証事故に備えるための保証責任準備金

の繰入額又は戻入額を差額補充法により整理 

求償権償却引当金 

 繰入・戻入（△） 
求償権償却引当金の繰入額又は戻入額を差額補充法により整理 

債務保証損失引当金 

 繰入・戻入（△） 

代位弁済に備えるための債務保証損失引当金の繰入額又は戻入額を差額補

充法により整理 

特別準備金及び特別

支援金繰入・戻入（△） 
特別準備金及び特別支援金の繰入額又は戻入額を差額補充法により整理 

求償権償却費 償却基準に基づく回収不能な求償権の直接償却費を整理 
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機構組織 

 

 

 佐賀県農業信用基金協会機構図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務所所在地 

 

 〒８４０－０８０３ 佐賀市栄町２番１号 佐賀県ＪＡ会館本館６階 

         （平成２９年３月移転予定、佐賀県ＪＡ会館別館７階） 

 電話番号 代表 ０９５２－２５－５３０１ 

 ＦＡＸ番号   ０９５２－２９－５７０８ 

 ホームページ   ｈｔｔｐ：//ｓａｇａｎｏｕｓｉｎｋｉ.ｓａｇａ－ｊａ.ｊｐ 

 Ｅ－ｍａｉｌ   saga.afa@seagreen.ocn.ne.jp 
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・保証の促進、開発 

・保証申込受付、審査 

・保証承諾、条件変更 

・低利預託金調達、管理 

・保険、再保証の付保 

・保証料徴収、返戻 
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・会員、出資金管理 
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・求償権償却処理 
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